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訓練開始
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平成29年3月15日　災害に備えた地域での支え合い研修会

厚別中央振興会　資料
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10:10 　
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～
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～

11:15

11:25

11:30

～

11：50

12：00

13:00

 「要配慮者の一部に動揺があり、安否の確認と

　報告書提出　　（状況終了）

　報告書提出

何が出来るか

第３次状況の付与　訓練統制班

「要配慮者の一人から一時避難の要望があった」

　(課題付与）

第２次状況の付与　訓練統制班

「第３次状況に対し区分町内会としての処置

　事項を具体的に検討し、2０分後に提出せよ。」 何が出来ないか

要配慮者支援リスト

地域支援地図状況を把握する必要が出た。」

　(課題付与）

　（第４町内会長）

　（区分町内会長）

 ・収集項目の選定

 ・報告要領の統制

何をどんな報告

　　を具体的に検討し、３０分後に提出せよ。」

 3.  5-5床下浸水、公園南水位70cm

    住民用意の土嚢積み、消防団による排水、

 2. 4-6MS.地下浸水、電源遮断、断水､ｴﾚﾍﾞｰﾀ停止

 

誰が誰に

何を確認

基本想定

10:00

「第２次状況に対し区分町内会としての処置

　事項を具体的に検討し、2０分後に提出せよ。」

　報告書提出

付与状況 付与内容

第１次状況の付与　訓練統制班

　10：00　地域住民より第４会長に浸水被害の報告

3.要配慮者安否確認

～

2.被災状況把握

 2.「第１次状況に対し区分町内会としての処置事項

 1. 5-4地区、床上浸水あり、住民の１１９番通報、

（情報収集態勢の確立）

 ・本部への報告要領

備考

28’秋季防災訓練実施要領
厚別中央振興会

  4.  9：30　厚別中央4条5～6丁目交差点付近、道路冠水、車両渋滞

　3.　第４町内会で集中豪雨による浸水被害発生　

[状況開始]

  1. 札幌市厚別区南部地域に11/12未明、集中ゲリラ豪雨発生。厚別中央地域は雨。

　2. 当地域は11/13　9：00,道路冠水、河川増水、氾濫警戒等の情報は無し。

 1.内水氾濫状況

 ・収集分担の明示

～

5.検討発表会

 1.情報の収集態勢と要領に付いて

 2.意思決定の要領に付いて

 3.今後、訓練を実施すべき事項に付いて

 4.中央振興会会長の所見と挨拶

4.要配慮者支援
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平成29年3月15日　災害に備えた地域での支え合い研修会

厚別中央振興会　資料

付与時間

～

10:05

第１

第２

　　　　

　　

第３

第４

第５

第６

講評

嶋田係長

28’秋季防災訓練第1次状況報告書

付与状況 付与内容 備考

　4. 災害現場の応援（冠水地域への車両侵入整理、土嚢積の補助、冠水地域の障害車両排除）

「第１次状況に対し区分町内会としての処置事項を具体的に検討し、３０分後に提出せよ。」

  2. 10:00  会長宅に5名が集合、被害状況を説明、第3町内会内の被害状況の確認調査を指示。

 ・収集分担の明示

 1. 5-4地区、床上浸水あり、住民の119番通報、  ・報告要領の統制

    住民用意の土嚢積み、消防団による排水、  ・本部への報告要領

　4. 今回のケースでの避難所開設は無い。町内会での一時避難所と成る。

　1. 三里川氾濫注意（流木等が川に流入し堆積し始めていた。）

　2. 振興会からの連絡を受け、中島会長、鷲田、福士で状況調査

　4. 他地域の被害状況を聞き、第６町内会の対応支持まち

　2. 内水氾濫での警戒情報は出ない。野幌川の水位情報はｲﾝﾀｰﾈｯﾄで公表、随時知る

　　 ことができる。

　3. 災害情報は行政から町内会に伝達の形態は現在無い。

　1. 三里川での水位情報は無い。今回レベルでの町内会の協力を求める事は無い。

10:00

 1.内水氾濫状況

[状況開始] （情報収集態勢の確立）

第１次状況の付与　訓練統制班  ・収集項目の選定

10：00　地域住民より第4会長に浸水被害の報告

 2. 4-6MS.地下浸水、電源遮断、断水､ｴﾚﾍﾞｰﾀ停止

 3.  5-5床下浸水、公園南水位70cm

　2. 中村卓、中村昌、大川の3名で5条4丁目、4条5丁目の現地状況確認の準備

　1. 10:00　第４町内会で浸水被害の通報を受け、役員を招集（9名中4名が在宅）

　3. 10:25 A,B,C各エリアの分担を指示

　4. 10:35 パトロール終了。　３エリアとも異常なしの報告を受ける。

　5. パトロールに際し、要配慮者宅に対し注意を指示

　3. 状況確認後、本部に連絡

　5. 鈴木会長状況の報告を受け、本庄被害確認。森田、菊池待機

　1. 役員集合、域内の被災状況を確認を指示

　6. 各担当者に「防災福祉支え合いマップ」の写しを持参させる。

　7. 佐藤中央振興会会長に当エリアの異常なしを報告。

　8. トランシーバで田中防災部長に役員の応援要請の有無を問い合わせ。

　9. 10：45 口頭連絡では混乱も予想されるので所要事項記載のメモを渡す。

　4. 他町内会に協力要請、特に「土嚢袋」備蓄の第５町内会長に持参依頼

　1. 会長と総務（本川、坂本）が5条4丁目の状況把握の為急行

　2. 第４役員全員に会長から総務2名を通じ、浸水被害の連絡

　5. 曽宇役員が風の子公園の防災倉庫に防災資材を取りに行く

　6. 平、長瀬、藤沢、畠山等4名は若草公園で待機

　2. 高架北側＝坂田、高架南側＝米田、佐藤

　3. サルビア公園に集合、状況確認後、本部に連絡

　5. 防災倉庫の在庫を確認し対応準備

　5. 情報共有、災害協力に付いては検討・協議し進めていきたい。

　3. 三里川の増水状況を土木ct.に連絡すると共に、中央振興会に報告

　7. 5条5丁目の状況を曽宇が確認連絡

　3. 田中、小杉は自宅被災の為、状況把握

　1. 会長から役員に緊急情報を通報

　　状況の共有化と体制造り

　1. 役員集合、域内の日が状況を確認（特に3条6丁目北側、野幌川周辺）

　2. 役員で現地の見回りを重点的に行う。
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平成29年3月15日　災害に備えた地域での支え合い研修会

厚別中央振興会　資料

付与時間

10:50

～

10:55

第１

第２

　　　　

第３

第４

　

第５

第６

講評

山本係長

　3. 今後、各役員は担当する要配慮者の番号を携帯に入力の必要

　4. 連絡要員として２～３名の役員を現地本部（会長宅）に残す

　1. 被災地域に隣接する「若草公園」付近の要配慮者 1名の安否確認をした（重点集中徹底）

　3. 高架南側＝米田、佐藤  電話連絡

　1. 役員集合、支援者への連絡振り分けを行う。

　3. 第5地域は危険が無い旨、（安心の処置）

　2. 本庄、森田、菊池、要配慮者の安否確認実施

　1. 会長が第５の役員に要介護者の安否確認を指示

　2. 雨天の為、戸建ての要配慮者を重点とする。

　4. 要配慮者リストの記事欄に確認の有無をメモし提出し会長に報告

　3. 結果を佐藤会長に報告

　4. 訪問しても連絡の付かない所はメモを置いてくる。

　　b. 安否確認時の質問事項を調整、ｃ. 確認後、町内会長に報告

  2. 役員４名が担当エリアを廻って支援者に安否確認の指示、不在者には役員がカバー

　2. 高架北側＝坂田、連絡の付いた支援者に安否確認の要請、

　1. 会長から各役員に電話で指示

　2. 電話で要配慮者に連絡確認、連絡の付かない所の対策を検討

28’秋季防災訓練第2次状況報告書

「第２次状況に対し区分町内会としての処置事項を具体的に検討し、20分後に提出せよ。」

付与状況 付与内容 備考

3.要配慮者安否確認

第２次状況の付与　訓練統制班

 「要配慮者の一部に動揺があり、安否の 要配慮者支援リスト

確認と状況を把握する必要が出た。」 地域支援地図

　4. 佐藤会長に結果を報告

　3. 支援者に連絡し、要援護者を訪問して貰う。

　　a.　田中会長指示、中村卓、中村昌、大川　3名で障碍者Aさんを訪問し確認しb.会長に報告、

　　c.家族に連絡

　2. 他の要配慮者に連絡

　　a.支援者に連絡し要支援の準備、b.要支援者に連絡、聞き取りをする、

　　c.支援者不在の場合は役員が連絡

　1. 19世帯(26名)に対し、対象を選定、MS居住者の除外を考えたが、全要配慮者を対象とする

　3. 訪問時災害状況の簡単な説明をし、不安を解消の工夫

　5. 聞き取り内容は必要に応じ、簡単なメモ記録を残す。

    （口頭連絡では混乱の恐れあり、メモを残す）

支援者に誰が連絡するか、連絡網の整備・配置が必要

　1. 役員は全員が被災地域の応援に出ているので、会長と総務（本川、坂本）が戻り、

     手分けし安否確認

　4. その後、何かあれば連絡するよう対処

　　a. 連絡の付かない支援者分は役員がカバー　　
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厚別中央振興会　資料

付与時間

11:25

～

11:30

第１

第２

第３

第４

第６

          b.支援者が少ない場合、他の役員に連絡を取り応援要請

第５

 2. 出来る事 a. 避難時に持参する物の聞き取りと用意　  b. 避難場所と道順の説明

c. 家族への連絡、避難場所へ移動の連絡　d. 会長の車で避難所へ移動

 3. 出来ない事 車いすの場合、介護ｻｰﾋﾞｽに連絡、１階に下して貰う。

1

2

3

講評

山本係長

　　a. 避難方法に付いて要望を聞く、b. 脚が不自由、杖使用、目が不自由、

　　c. 常備薬確認：高血圧薬

 1. 会長から支援者に指示 a. 避難の必要性を確認

b. 避難の為の所持品の確認（常備薬等）

c. 避難支援協力者の確保

d. 避難所受付に必要事項の伝達し佐藤会長に報告

 1. 避難要望の要配慮者（MF4F、ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ無し、高齢、独居、足腰弱く杖を使用）

 4. 避難所開設の有無

 1. 11：25 要配慮者の「●□□」さんから一時避難の要請を受ける。

 2. 11:20 会長指示で加藤、田中役員が支援者の中谷（石川不在）、3名で●宅訪問

 3. 11：40　本人の要望で徒歩で非難は無理なので甥の△△宅に行く事に成り、

            支援役員は坂宅を後にする。

 4. 11：45　避難要請対応は終了。11：50本部に報告し役員は自宅待機

 5. 町内会相互の応援態勢の確立が必要

 1. 要配慮者の◆◆さんから避難支援の要請が寄せられた。

 2. 避難所が開設の場合　○支援担当者の一丸さんと防災福祉委の本川、畠山で

                          ◆◆さんを避難誘導

 3. 避難所が開設されない場合　○担当者の一丸さん宅か厚別信濃会館に誘導

「第３次状況に対し区分町内会としての処置事項を具体的に検討し、20分後に提出せよ。」

 1. 要配慮者の「○○▲▲」さんから避難支援の要請が電話で寄せられた。

 2. 会長が支援者・鷲田さんと二人で訪問

 3. 様子を聞いて、人手が足りない為、支援者・渡辺さんに連絡し協力要請

 4. 緊急連絡先の娘さんに電話、（連絡の付かない時はメモを残す）

 5. 歩行可能なので杖、薬他必要な物を持って街ct.に連れていく。

 1. 田中会長から佐藤会長に避難所開設の要請

 2. 避難所開設が可能な場合、　a.要請者担当の支援者に当人に同行し避難するよう協力要請

 3. 避難所開設が不可能な場合、　　近い所へ一時避難

28’秋季防災訓練第３次状況報告書

付与状況 付与内容 備考

4.要配慮者支援

第３次状況の付与　訓練統制班

「要配慮者の一人から一時避難の要望があった」
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